
                                               

豊川小学校防災対策について 

                        豊川小学校長  

１ 暴風警報（台風）及び東海地震注意情報が発表、解除された場合の児童の安全

 対策は次の通りです。 

  発   令    時   刻       解       除 

暴風警報（台風） 

東海地震注意情報発

表（地震） 

 

(始業前の発令)     

登校しない    

 自   宅  

        

        

暴風警報（台風） 

東海地震注意情報（地震） 

 平常通りの授業(午前6時25分前の解除) 

 ６：２５    給食： 事前に連絡のない場合には、午前6時30分迄に解除され   

た場合は､実施｡午前6時30分すぎに解除の場合は､中 止｡ 

弁当持参。 

 (登校前)  

        

 

 

 

この間での解除 

 ２時間後から開始・通学班登校 

 （例）７時３０分に解除された場合 

   ９時３０分に朝の会が始まるの 

   で、これに間に合うように集合 

   し、通学班登校します。 

 

(在校中の発令)   ８：２５   

     

直ちに一斉下校  

（台風） 

直ちに保護者が 

  出迎え（地震） 

 

 (朝の会)  

       

  

１１：００    以後の解除では休校 

   

１５：３０ 

 

 

 

 

     放課後    

直ちに下校指導   

 

 

 

 

 



２ 下校には、次の二通りがあります。 

 (1) 在校中に暴風警報（台風）が発令された場合は、通学団担当者が児童を途中

  まで引率して下校させます。この時、家庭にだれもいないことが分かっている

  場合は、学校まで迎えに来ていただくこともありますのでご承知おきください。 

 

(2)① 東海地震注意情報発表の場合は、児童の安全を考慮して保護者に直接迎 

   えに来ていただくようにしています。緊急事情等で児童を引き取りに来 

   られない方は、必ず近所の方に依頼しておいてください。 

  ② 被害甚大な大地震発生の場合は、保護者が来られるまで児童を学校に留 

   めておきます。 

 ☆ 東海地震注意情報発表の場合は、学校の電話は緊急連絡用になります。個人

  的な問い合わせはひかえてください。 

 ＊ かつての暴風雨警報は、現在、暴風警報と大雨警報とに区分されています。

  大雨警報のときは校区の状況により判断します。従って、原則的には大雨警報

  の場合は登校させてください。ただし、地区の事情によって危険と判断される

  場合は、登校を見合わせ学校に連絡していただければと思います。また、危険

  箇所にお気づきの際には、情報提供のご協力をお願いいたします。 

 ☆ 担任からの各家庭への緊急連絡は、時間短縮を考えて、ＰＴＡ会員のみにい

  たします。あらかじめご承知おきください。 

 ☆ 大規模地震が発生した場合、被害状況を総合的に判断し、授業再開の時期を

  決定します。なお、その場合の登校は、通学班で行いますので、勝手に行動し

  ないでください。 

 ＊ 暴風雪警報については、暴風警報（台風）と同様です。 

             （※ ☆印は、主に地震関係、＊印は､台風関係の場合） 

 

 暴風警報（台風）などに関わって、緊急に連絡することがある場合、緊急メール

でお知らせします。 


